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レーターの論理

目次
1. はじめに一一本論の範凶

東 寿
CH本泌総経済学会7品。任理事〉

2. 地方自治による港全体経営の公企業体化について港湾法20年の反省
3. i事頭経営方式と してのターミナノレ・オベレーター制度について
(1) 企業の種類ーーターミナノレ・オペレータ一方式へ
(2) 企業の形態一一ー公私企業の接近化
11. 公私共同企業について
(1) 公私共同企業の概念
(2) ナチス以前のドイツにおける公私共同企業の歴史的経総
(3）公益企業統till］の手段としての公私共同企業の仙他
5. 戦後の日木港湾における公私企業J妥近化の実例について
6. むすび一一現行港湾法改正論への反論
附表ー港湾管理者が公私共同企業として設立したターミナノレ ・オベレークー

（埼Hii'l会社）一覧表

1. はじめに一一本論の範囲

最近コ ンテナー・ターミナルにおいて，ターミナノレ ・オペレークーと言う

言葉が使われているが，ターミナノレ ・ オベレー シ ョンを行なう者の芯、~えで，

港湾運送事業者を指しているようである。木論で言 う「ターミナノレ・ オペレ

ークー」はこのようなものでなく ， l~I からタ ー ミナル ・ ファシリティーズ

(..:fl頭施設〉を所有し， それによって貨物を集め，船舶を誘致し，ターミナ

ノレ作業など船車連絡についての一切のサービスを行なうことを栄とするいわ

ば陣頭業とも言うべきものを指している。

「論理」と題したのは，日本の港湾において運輸通信省の設盤ない し港湾

法の制定により，港全体の公企業的経蛍’の一環としてターミナノレ ・オベレー

ター制度を導入することの必然、性を主張し，具体的に各港に公私共同企業の

坤頭会社を実現せしめた論理を述べようと したもので，本論が学問的研究な
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いし学J盟ではなく政策論であることを別らかにしている。

2. 地方自治による港全体経営の公企業体化について港湾法20年の反省

昭和18年の運輸通信省の設iidおよび11（：！不fl25年の港湾法の制定によって，港

湾行政の考え方が根本から変らなければならなかった答であるが，これを港

湾法制定後20年の今，当時をふりかえって反省してみることから，木論の問

題点を引き山して行きたい。

昭和18~F-運輸通信省が設置され港湾行政が内務省、から移管；された。その閣

議で，鈴木企画院総裁は港湾の概念を線画で表わして，陸海の境を示す湾入

した線の上に陸部にかけて円を回き，港湾行政は｜箆域にも及び一切の港湾機

能を含むものであることを明らかにした。この時点から行政上の港湾と云う

概念は， 「国の営造物」概念による保育行政から地域経済社会行政ないしは

公企業行政へ一変しなければならなかった筈である。私が港湾を一極の地域

経済社会ないし社会， 経済的有機体と して科学的に追及しようと思い立った

のはこのためである。商港立地問題（港湾23の2'24の1），港格問題（港

湾24の2），港庁問題（港湾25の1），戦前及び戦後の港湾行政系統図（港

湾25の3），港湾における公私共同企業問題（港湾27の12），港湾計画論，

訓査規則など。政策論としての乎｜学的追及に私のふまえてきたものを切らか

にしている。

さて昭和25年に港湾、法が制定され，自if述のような思考過程による主張のほ

とんどがその立法精神の中に生かされた。ただ残念なことは，法制定当Ii~＇こ

の法案を成立させるために涙を呑んで数個の条文修正に妥協せざるを得なか

ったことである。最近現行港湾法を改正しよう とする動きがあって，その主

な主張は，現行港湾法では日木経済の規模拡大に伴う流通革新に追いつき得ー

ないこと，あるいは外貿を地方都市にまかせておけないと云うことにあるが，

その根底にあるものは中央集権的行僚主花｜’I~思潮ないしはそれを利用して特

権を望む－，~ll体制ではないかと疑L、たくなる。なるほど，現行法にはこの20
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年間露出した幾つかの欠陥があるが，その欠陥を云う者は現行法の立法精神

を敢えて忘れて妥協的に修正した末梢的条文にこだわっているからである。

それではまず現行法の立法精神と法案成立のための妥協的修正が現実の行

政に及ぼした影響とを述べることとする。

元来，ヨーロッパ大陸と英米との聞には「ものの考え方」に今日なお鋭い

対立があるが，行政法の歴史においても中央集権的官僚主義型対地方自治的

民主々義型の相違があった。

港湾法制定以前の港湾は，明治政府がドイツを範として大陸式の行政法を

発達させてきたので，匡｜の蛍造物として国の行う保育行政のーっと して扱わ

れてきた。すなわち，道路，河川，港湾などの公共施設は，国が国土条件と

してこれをつくりその上に企業が3 国民生活が，自由に，安らかに行われる

仕組みとなっていて，いわば政府によって「与えられるもの」であった。当

然にその行政'itlJ！支は，大陸型の中央集権的官僚主義であった。

しかるに，終戦後に制定された港湾法は港湾を｜云！の蛍造物とすることなし

その発展に最も身近かな利害をもっ地方住民ものであるとし，法第2章：及び

第3主主に一切の港についての業務は地方住民の代表である地方公共団体が行

なうものとして管理者の業務の内；容を規程し，法第4章に管理者の行なう地

ブJfol 1，~；による公共性のための特権を切らかにし法第 5 主主に国のうける利益

に刈し怯｜の共月｝］の意思を示す工事政について｜主l庫負担の額を定め，法第6f,'i: 

に出｜の共助の反射と して公共性について国の最小限の監督権限を規定してい

る。

またその工事費についても，現行憲法のもとに財政法，会計法，地方自治

法など多くの財政関係法規が改正され，実質はともかく形式的には絶刈主義

的色彩を一払底する努力が行われた結果，公共事業貨は政府によって「与えら

れるもの」でなく国民みずからの金であることが明らかにされている。従っ

て港湾を開発，管JMl，経営するものは政府でもなく，特権をもっ土木技術者

でもなく，管理者なる言業によって代表される地方住民の意志であることが
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切 らかとなった。しかも港湾法はその－~の条文において，港湾f首脱者がそ

の港全体の経営を公企業経営的観点に立って行なうように主張している。す

なわち，その発展に最も身近かな利害をもっ地方公共団体をその経営責任者

としたこと。経営に関する国の監督権｜授を棄ててできるだけ野放しとしたこ

と。経営組織の代表的なものとして 「港務局」を提示し，民主的支配による

企業性を明らかにしたこと。経営上の種々の特権を与えるとともに国もまた

財源について共助の意志を示したことなどが注目すべき点で、ある。

現行港湾法の立法精神は，一口に言えば地方自治による港湾行政の統一，公

共性の担保及び港全体の公企業的効率化にある。たしかに，昭和25年立法当

H与ーのGH Qは港湾に対する考え方として，切らかに英米式の地方自治的民主

々義型すなわち港全体経営を地方公共団体による公企業として国家権力の一

切を排除することを要求している し 実際に現行法の立法精神もそこにあっ

たことは間違いなし、。これは大陸式の行政の「考え方」に慣れてきたわれわ

れにとっては大変な変化である。余りにも大きな変化であっただけに，総フじ

締である運輸省港湾局も，新たに管理者に指定された地方公共l.11体も，この

本質的な相違をまともにうけることなく，今までの「港務所経営」の法的根

拠ができた位にしか認識しなかったのではないか。と言うのは，法制定後の

運輸省の地方自治への行政指導も徹底したものでなく，管Foll者もまた港全体

経・，：留を公企業と してうけとめることに徹していたものはほとんどいない。私

はいつも例にとるが，内務省で港湾資源調査規則を制定したl時に，内務省各

}'1）の事務官，技｜却を2年にわたって総動員しこの規則の施行に徹底したと出l

いているが，港湾法制定後の運輸省の行政指導はこのような熱意をもって行

なわれたと思われず，施行規則も差当りの管理者設立の規程に｜浪られていた

ことからも想像し得るこ とである。

それはさておき，次に法制定当llJj，法案成立のためにどのような妥協的条文

の修正が行なわれたか，それが20千1－：後の現花どのような欠陥となって表われ

ているかを切らかにして， 次の推論に進むこととしよう。
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第1に，第l条の目的から「運営」と言う言葉が削除された。 Id的に逝蛍

を含むものであることは国会議事録に明記されているが，これが除かれた理

由は地方海運局官能iJからi殺事統制時の「港湾の運営に闘する事項」を｜議き得

なかったことにある。港湾の基木法としては経営主体をーにすることを建て

前えとしながら，この妥協によって各地の経蛍の現実は真二つに告I］れること

となった。また地方海運Jめの「運蛍」の事項を行政上裏付けるために港湾運

送事業法の制定を見，それにつらなる行政指導がそれぞれ生成発展の歴史的

基盤を異にする各港について全国，！［ljーに行なわれたために種々の問題を提起

し，これが管忠之；の公企業経営の熱意をそぎ， Tlii述の港湾法改正の主似の遠

因となっていることを知るべきである。

第2に，第2主主港務局は精神m程であって：ぷ胞のための条項を示していな
い。これはj県rli"の反対に刈・する妥協の産物である。せっかく企業意識をもり

こんだ立派な港湾法をつくりなが ら，｜面l竜，＇~（晴を欠いた！逃がある。

これも古ii述の港湾法改正の主d長へつながる。

第3は，第13条「私企業への不干与等」の条文の挿入である。法的には公

物法に管翌li者を疑うよ うな条文の入ることが不思議であるが，業界への妥協

とし強行されたと闘いている。むしろ管理に強力な発言権を与えた方がよい

と思ったが，これが現在になって港全体の近代化， 出頭ごとのターミナノレ ・

オベレーターによる効率化に非常な陣内になっていると思う。現行法でも公

共規制さえ儲保されれば，且；」頭を適当なターミナノレ ・オベレーターに経’当・委

托，優先使用， リースすることも不可能ではないが，第13条がこれらの話合

いの機会を失わしめてしまったように思われる。

そのほか，第3章に定められた港湾管理者は現実に府県を主としその発

展に最も身近かな利害をもっ地方住民の代表である市IUJ村に限定しなかった

ために，管理者として依然、として「港務所経営」を脱しきれなかったものが

多いこと。また第4J'i'tの臨港地区について郁111局との間に最小限の臨港地峨

によって妥協をとりつけざるを得なかったために，現在の米京湾、，大阪湾な
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ど過密都市港湾のj女うべからざる問題を引き起していること。あるいは，第

5主主国庫負担の割合についてせっかく「絡」にたる港の分類を定めながら，

過去の負担区分をそのまま継承するように大蔵省との問に妥協したこと。さ

らに国直結施行によるものは，国コ長け1~·産法の改正によりすべて固有財産とな

り，一応「管理委托」の特例をつくったが，無条件に管理権を移転すること

に無耳目があるとして現在の外貨公｜到など国の企業が港の重要な部分に介入し

てくる迎由となっていることは， 「都市の論理（羽仁〉」を引用するまでも

なく，地方自治として由々しい問題である。また建設山の発行についても，

自治省との間に解決されないまま品在に企って）f!j；り，港全体経世；の財源獲何

を凶i/ilffにしている。

以上思いつくままに立法当11'1＇の妥協点を列泊して， 港湾11~~~1)定後zoi,i:：聞に

露山した欠陥から現行法改正志；見の生じてきている木質的な原｜必をさらけ山

して見たが，それは結論として，現行法の立法精神である地方自治による港

全体の公企業経営に， 運輸省も ， 官J~llぷ－も徹しきれなかったことにあること

を主娠しようとしたものである。

3. ナ皐頭経営方式としてのターミナル ・オベレーター制度について

1 lii主主において， 各港の~I，失はいろいろな~l↑1'iによって異なっているものの

m行港湾法の立法精神は地方自治による港全体経営の公企業体化にあること
を述べたが，港全体の公企業経営を前提とすると，上!Tl頭経営が港全体経蛍の

根幹でもあり，また企業経営的には港湾HIJ陣頭であるから，埠頭経営もまた

原則としてないしは第一義的に管理者の行なう公企業であることが考えられ

てくる。

それではJi1'l頭経営ないし港全体絞首を公企業と してみる場合，どのような

企業の極類がるるか，その企業形態としてどのようなものが考えられるか，

そのほか必吹．な木質的な訪問組にふれてみることとしようの
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ω 企業の極類
第lに，港全体の経営について述べる。

港湾法以前のいわゆる「港務所経営」の内容は，次のようなものである。

り まず一般会計のなかから予算をとって防波堤をつくり，俊せっし，岸

壁，物揚場をつくり，上屋をたて，荷役機械， ｜臨港鉄道，｜臨港道路を整

備する。

2) できあがると施設を一般に利用させるが，無償使用を原則としている。

上屋， Zw'f役機械などの使用料，けい岸使用料などがあるが，これは無制

限専用をふせぐ意味のもので，その収入は建設費償却］の一部あるいは管

理者に充当される程度にすぎなし、。埋立の多くは，建設費の財源に充当

するためあるいは県財政の他の必要から民聞に払い下げられる。

3〕 後は，公有水直｜の考え方による水面専用，工作物設i丘などの取締行政，

港湾統計についての窓口4=j;T務の程度であった。

この今までの港務所経営は，R.Liefmannの分類（匡｜，公共1.:tl｛.本の営む執

業を分けて公営造物，公経済，公企業とする〉に言う「公営造物」の範囲で

あって「もっぱら行政原理によって支払いされる消費経済的運也’の程度」に

あったと言えよう。

これに対して港湾法はp 第2章および第3主主において明らかなように地方

自治による港湾経話’の効率化つまり港全体の経営を企業的に考えるようにそ

の一連の条文によって主張していることは前に述べたとおりである。その管；

1盟主体は地方公共団体であるから，その性格はリーフマンの分類の少なくと

も「公経済」すなわち「公益をめざしつつ実費主義的最小費用原則によるも

の」であるか，あるいは「公企業」すなわち「営利経済であって独立の機構

をもつもの」の範囲であって，一般的に広義の公企業と言われているもので

あると思う。

このような考え方による港全体経営は，私企業のように営利追及を絶対の

目的とする狭義の企業とは違うが，かりに公行政を権力行政と非権力行政と
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に分けた場合の非権力行政のーっとしての「公企業」であるとしても，や

はり流通経済におけるー単位としての経済的事業の一つであって，その事業

の内容は法第12条に示すとおりである。その企業目的は，港のなかにあって

は既存施設との競い，港湾間にあっては自由な港湾競争によって刷「←－貨

物および旅客をその港に吸引し， 「収品貨物量の増大」および「港湾；；j¥f掛り

の｛L~際化」をはかるためのいわゆる「港湾販売」にあると孟えよう。ただ現

実と しては，l]ij述の事情によってこのような段階にまで至っていないが，少

なくとも港湾経営にぶつかる態度としてはここに基礎をおくことが必要であ

ると思う。

次に第2に，個々の施設について考えて見ょう。港全体経営が公企業と し

て行なわれると，個々の施設経営のひとつひとつが経済的事業と して扱われ

ることは言うまでもない。これを法に定める施設の分煩に従って令業として

の内容を述べると次のとおりである。

1) 水域施設および外かく施設一一これらの施設は，その性質上企業の刻

象とはならない。入港料，こう門通過料などは受話者負担の規定による

ものであるが，建設資金の償還財源と して考えられるにすぎず，一応木

論の範囲外におくのが妥当であろう。

2) けい留施設一一従来の使用料が受読者負担と言うよりもむしろ無制限

使用をふせくっ昔、~ミの罰則で・あったのに刻し， はっきりと受訴者負抱に徹

するか，けいflK＼詰業つまり綱取り，タグ作業：などのサービス役務と併せ

て，その対仰として料金をとるか，あるいは沿岸荷役業を兼ねることに

よって，けい留施設の経営を合ー業として考えることができる。

3) ｜臨港交通施設一一道路は貨取り道路の考え方による以外になし、。運河

は運河法の定めるところにより企業的に考えることができる。 臨港鉄道

は，従来専用官!IJ線あるいは営業線として国鉄に経営を委任し従って貨物

扱いは日本通運（株）によるのが普通の例であるが，これも；場所によって

は特定免許を得て貨物扱いの役務の刻filliを収入とする企業が考ーえられよ
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う。

4) 荷さばき施設一一荷役機械，」二屋もまた従来の考え方をすててはっき

り受話者負担に徹する使用料をとるか，治岸和i役業その他の諸業を兼ね

るか，あるいは保管施設とあわぜて企業化をはかれば，充分経営のなり

たつものとすることができょう。

5〕 保管施設一一これが倉庫業として企業経営に適した施設で、あることは

言うまでもないが従米その業務は公行政の範囲外のものとて放置されて

いた。しかし事業を行なう態度として，公有または私有，公営または民

営と言うように所有と経営を分離して現実に適切な経営形態を選定すれ

ば，例えば後述す公有民営，公私共同企業などの方式を導入すれば， 一

般貨物，石炭，石油，木材などの倉庫業を営むものと考えることが可能

であると思う。

6) 船舶補給施設一一給水は今でも公共卜JI体の水道事業の一環として扱わ

れてきているから，さらに経営を令理化し，設備を強備し，サービス役

務を企業的に徹すればよいと思う。給炭，給irl1脳波もまた保’行悩設とあ

わせ考えることによって企業として~l·@jすることができょう。

7〕 港湾別地一一ーこれは従米も公共卜Jj休の財政局fi'i：とあわせて計画されて

きたが，これを前述のけい留悩；＇tf,tjさばき施刀，保管施設などと｜長｜辿

づければ，適切な余栄；i・ifl:iiとなると｝.！｝.うの

さて，第3に，結論としてターミナノレ ・オペレータ一方λのみーえ方が生ず

るo すなわち以 ！··. ·fl·＇~ 々の J;f!i；没についてその合x経常l't''iVH各のイf1!\f：を述べたが，

できるだけ2つ以上．の来を兼ねるようにする方が{i'::]:cとしてイj不ljであること

は日－うまでもなし、。例えば｜恥港倉！司i：粧を例にとってみても，その主体弓（JR：に

よる倉庫保行料よりも川市事業による船内向役~；・！－. I汀1 1\~i料，沿岸的役料その

他の方に収後が多かった例が多く，また港湾で、は多くの業：を兼Jユていること

により効率的運常が可能となり，消担｜、りを成くし，貨物をli'{fi（~~する可能itーが
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強くなるものである。つまり， 1つのI阜頭， lつの桟橋，一般的に言う と，

「輸送上の発着点に貨客の移動を容易ならしめるための一切の技術的設備」

すなわちターミナル ・ファシリティーズと「これらの設備によって提供され

る用務」すなわちターミナノレ・サービスとをあわせて一つの企業つまりター

ミナノレ ・オベレーターの業を行なうことができる。ターミナノレ ・オベレータ

ーの営業とする範囲は実に広範にわたり，岸壁一，物揚場，」二尾，倉庫，荷役

機械，臨港道路，｜臨港鉄道，港湾用地を含むー突堤を例にとると，船内荷役

業，沿岸荷役業，けい船諸業，貨物陸揚荷さばき業，荷受船積業，乙種j命運

貨物1•1 •立業， 普通倉庫業， 保税倉庫業， 昨運送業， 機帆船運送業， 陸上小運

送業，上屋荷さばき業，鉄道貨物取扱業，梱包荷造業，運送保険代理店業，

j副長l代弁業などの多きに達する。

このタ ーミナル ・オベレータ一方式の考え方が，港湾法立案の際に今後の

施設経営の方向として法第12条との関連において考え得るものであったと云

うことは，港湾に対する「ものの考え方1として忘れてはならない 1重要な問

題であると思う。

(2）企業の形態

llli項において，従来リーフマンの分煩に云う「公営造物」と してしか考

えられなかった港湾施設の管理も，港全体絞首の企業的発展のプランであ

ると考えると，いろいろな稲煩の企業と結びついた事業となることを述べ

たが，次に多少とも:rfo.業形態論的に問題をとりあげて行くこととする。

さてここでは，事業を計画する者が｛iJ.；別者の立場に立って港全体経常の

公企業としてその企業的発展のためのプランと して個々のτ品業を行なうの

であるから，それぞれの施設の経営はまず公企業で－あることを建て1Hiえと

するが，羽在の？｜会！J｝抑I.fl:会経済組織の構造のもとでは瓜実にどのよう

な企業形態がとられるかを論ずるのが妥当であろう。しかしこれを，一般

的に経営学または企業形態論の分野において追及することは，専門家でな

い私の良くするところではないので，ここでは政策論と して港湾法の立法
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精神から企業の形態を推論することとする。

港湾法は，道路法，河川法に見る国の営造物概念をーてきして，港湾、は

地方公共同体のものであるとした。もっとも公有水而埋立法，国有財産1去

を排除することができなかったので，公有水而，固有財産については閏の

委任事務となっているが，そのほかは地方自治により港湾行政の統一，公

共性の担保，港湾、経営の効率化を行なうことを立法の「！的としていること

は前述の通りである。しかし法律体系は依然として公物概念に立つ公物法

であってp私企業の！易にたつ公訴事業法で‘はない。港湾管理者がノξブリック

そのものであり，公共の用に供する港湾施設が公物そのものであればこそ，

その開発に国が共助しその施設到’を国が分担する。また港湾管理者は，港

の開発，経営のために積極的には公共施設を｜きlら整備し，自 ら管理し，自ら

運営する（法第12条〉，消極的には公訴の立場に立って私の行為を規制す

る（法第37～41条〉責務をもっている。従って重要港湾におけるけい留脳

設のごとき，公共の用に供するために港湾管理者がこれを建設し， i玉lもま

た共助の意味で、その工事費を負担しているものは，少なくとも管理者自ら

積極的にこれを公企業として経営するのが建て前えであると思う。重要港

湾の臨港交通施設，地方港湾の各施設など助成の意味で国がその工事費に

補助を与えるもの，あるいは何らかの事情によって管理者の単独事業とし

て建設した施設においても，濃淡の差はあれこの立法精神はやはり通じて

いる。これはまた，これらの公共施設が一般税を財源として建設されるた

めに，その施設経営による利拾が特定の一私人のみにかえることは妥当で

ないことからも推論されよう。しかし，港湾法は，第13条において港務局

（港湾管理者）の私企業への不干与を規定している。 1lii述の個々の港湾施

設経営の事業の多くは，この）fl程をう吋ると思われるが，港湾法は同時に

法第46条によってそれらの施設が公共以外の用に供せられることを阻止し

ようとしていることからみて，その企業内容が公共性をもっていることを

烹張していると考えざるを得なし、。これは「私令業を公主主統制する lいわ
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ば公益事業法的な考え方において解決できるようにも思われるが，公物法

である港湾法ではそのような解決を許さなし、。従ーって問題は必然、的に「公

企業の私企業体化」の方向に進む。つまり公共と云う立法精神のもとに許

されるだけの法文の拡張解釈をすることが必要となるだろう。このことは

個々の施設経営の企業形態が， その施設のもつ公共·！~！：の度合， あるいはそ

の企業内容の法第13条による制約の強度によって，公行政から変化して行

く方向を示すものであるが，その企業形態はこの2つの強度の濃淡によっ

つまりそのfl寺の社会思潮，社会経済組織の機構に根源するものによって，

ていろいろな形態をとるものと思う。またこれは，それぞれの現実の客観

条件によって決めるべきものと思われるので， ここでは「111城章一一公企

業」に示された具体的な企業分類を次に掲記しておくにとどめる。

~ ＇＂従属公企業

1~~ :"1：公ii'c業

公企業

,., .:i：公企業

r--lll'.イ子五、ぷ－

;fl.、企業化 ｜ 
公企；f I 

」－）＇＼＇J"l！統（｜川金丘、

図－1

特殊形態企業

11従属公企業により近占もの

自 rli公'ii'J：に より j~ きもの 公共企業休

会計形態公企業

政府企業下引Ii( ・;:;・ {i': ;i: 
公;fLil ~ {; :ii＇、立ζ

l（イ了公件全；r

十川崎N ~l-b人 .t.A- 11 : .. f官s'n:i'i、業（
Mdllリ五、y、（五Y業がc:I川）

企業分類（ill城 'lfi：一公企業〕

このうち木論において，後述の具体的笑例について述べるように，公私混

合企業および公布民営介
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態であるとして採用してきたので，次にその概念，生成発展の論理などを

述べてより認識を深めることとしたい。

4. 公私共同企業について

(1) 公私共同企業の概念

まず公私共同企業の概念については，

竹中一一官公企業経営論

「公私共同企業は，私人と公法人とが資本の拠出 （資本危険の負担を伴う

ものとすっと事業経営とを協同にせる私法的拘束的営利事業であって，公

私の協同にその特質が存している」

噌地一一経営要論

「公共団体と私人，私的｜司休とが合同出資し， JLつ経営活動の指揮を共同

担当する経官経済の所有機構をいう」

同弘一一ー公企業概説

「公私協同事業は， 国家または公共l •JI体が私人とともに， 一部出資 し， 当

該の官公吏が私人とともに役員となって，事業の経営に当るもの，あるい

は国家または公共同体が出資するほか経営者を任命するほど事業の経常を

支配または支配に関与するものであるの

大槻一一交通統制！論

「特殊の株式会副の形式を具え，同又は地方公共同体とイ同人とが，一定の

比率を以て出資，共に株主となることによって共有の実を取り，浬事機問

の構成においても両者一定の芹lげ？をuて代表者を送る。
かくして同又は地方公共同体は企業の資木的校に経営的構成に参加する

ことによって，公共的機能を発揮せしめ得ベく 3 之と同IHi＇~·こ木米の建 1lliが

社会組織なることによって商事的経営能率をあげ得る形態であるの」

などの諸説があるが，それぞれの設立を必要と した立場によって，次の3利

類に分たれてその何値を判断されるものであ人うっ
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（竹中一一公共業講話，官公企業経営論〉 （小島一公企業〉その 1は，公

企業，私企業とならんで独立のー企業形態と して理解されるものであって，

公共団体の投資は単に財政収入獲得の手段にすぎなし、。

その2は，公企業の経営合理化の一手段と して理解されるもので公企業の

一変態とみなされる。

その3は，公益企業統治ljの一手段として理解されるもので，公私企業の接

近化傾向の立場から私経済的利益と公共的利益を結合せるものである。

本論の範囲においては，今後の推論に切らかにされて行くように第3の立

場に立つものとして概念したい。従ってこの場合の公私共同企業は，その資

木出資すなわち株式を公式的には公共団体が過半数所有して，株主総会を支

配しつつ株式会社的事業経営を行なうものである。

(2) ナチス以111iのドイツにおける公私共同ゴ'P.業の歴史的経緯

それではどのような場合に，公誰企業統治lの一手段としての公私共同企業

が発達しその仙値をもつものであろうか 4今少しこれを認識するために「竹

中’！守公：企業経営論」より，西欧諮問において最も公私共同企業の発注したナ

チス以前のドイツについてその歴史的経緋を引用してみよう。

1) 経験時代 (1908年～1914年〉

このfl!i＇代のドイツ都 ii！会議』｜｜間75都市の干係した公私共同企業は最も肯

い R.W.E.を始めとして91に注した内

「当時地方公共Fll休は過去のf'c'f~、経験と収読を自ら獲得せんとする梢極的

の門的と相まって公訴＇J；.業の彩、併に強硬に反主、jし」公？与によるうと したが，

「ある者！Id！は公ii'.業の経常における財政的危険を免れることを主たる］虫rl1

として_I' 「又ある都mは公企業につきものたる政治と併業との混こうを
免れることを基木円的として」 ， 「更に·~i:;:気およひマ打倒鉄道事業における

技術の発注の結果企業経営上最も経済的なる営業区域が都市の行政区域を

超えるに千占ったことをl11¥Fl=Jとして」， 「なお公企業においては予定された
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剰余が事実上収得されず若しくは賃銀の引上げ料金の引下げその他によっ

て剰余が縮減される傾向が強いので」公営よりも公私共同企業を選んだ。

すなわちこの時代のドイツの公私共同企業は，それぞれの都市の財政政策

的根拠とともに「公益企業を私営に放置することによって生ずる弊害を矯

正し， 公益企業自体の社会的職能を充分に発揮せしむる」ために，既存在、

企業の株式を収得することによって私企業より転化したものである。ただ

前述の事情により完全な公企業の形態に至ること妨げたものであった。

2) 一時的発展時代 (1914年‘～1918年〉欧洲大戦中のこの｜時代は，食桁供給

の分野に新しい形の公私共同：IE.業が起ったほか，この企業形態によって経

済組織の破壊を防止しようとすることが試みられた。

すなわち戦時統制に対して，私企業の抵抗が公私共同：企業の形態をとっ

可，．，，。

3) 社会主義時代 (1918年～1921年〉

このH寺代の「公私共同企業はいわゆる社会化の日奉者によって1!¥Hifii値な

る妥協も しくは公営に至る使宜なる踏石にすぎないと評価され」 「公訴企

業の市営化が中心問題となった」。すなわちこの時代の社会思潮が経験ll・!j'

代におけるような現実を打ち破ろうとしたのであろう。 しかし1920年の ド

イツ都市会議加盟159都市の関係した公私共同企業数は377に及んて・いる。

4) インフレーション時代（1922/f.～1923年〉

この時代の 「公営企業は貨弊価値の急激なる下／存に際会して」料金表の

頻繁な改訂もそれに追いつくことができず，さらに資木澗達および信用獲

得の困難によって「著しい経営悶縦に陥りJ 「遂に市営解消運動を生ずる

に至った」 「かくてこの附代においては公？常よりも公私共同合業が選ばれ

公私共同企業は著しく進展したのであるj。

5) 「貨弊価値の安定と共に公私共同企業は再び沈即時代に入ったのけーだし

都市はもはや資本の調達，信用の獲得のために公私共同企業に避難場所を

見出すことを必要としなくなったのみならず，公'if'.業の新経；弓形態の導入
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によって公企業の地位はより強固にせられたからである」

(3) 公益企業統制の手段としての公私共同企業の官f1i値

前節の歴史的経総によって切らかにされることは，

1) 「自由主義経済ならびに資本主義経済が成立した後その独占段階に入る

に及んで」私経済的利益の追及によって起る弊害，すなわち「公益企業を

私営に放置することによって生ずる弊害を矯正し，公議企業自体の社会的

機能を充分に発揮せしむる」ために，私企業に対し何らかの形において公

益企業統制の必要が生ずること。

現代の官公企業はその一つの場合として私企業より発生し， その資木的

企業たる本質の放に行政的事業から極々の企業形態に発展して行ったもの

である。

2) 公主t企業統tj;ljの一手l主tとしての公.fL

実において主張されること。

①公共l:JI体が全額出資の；怠｝；）；｝，がなく，－r.11の投資によって収益を獲得し

ょうとする積極的意思を持つ場合

② 公共臼｜体が，これによって公企業経営による財政的危険を免れよう と

する消極的意思を持つ場合

③ 公共同体がこれによって公企業につきものである政治と嘗業との混こ

うを免れよう とする場合

④ その企業経営上最も経済的な範囲が公共l:ii体の行政；；11門の範囲を越え

るに至った場合

⑤全体主義的なあるいは社会主説的な企業統制に対して私企業の抵抗の

激しいj必合

⑥ インフレーション時代のように，貨弊価値の急激な下務に対し弾力性

のある経営形態を必要とする場合

⑦ 公企業とするには資本の調達，信用の獲得が困難沿場合
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0) 4ム企業おの技術的ならびに商人的経験の利用，私企業者のイJーする権利

の併JI＇！ など公営化の－n~，的便法として有利なる；場合

＠ その他企業とすることが不可能なる場合

ただこの場合「竹中一一官公企業論」は， 「公私共同企業が公益企業統制

の一方法として重要なな義を右ーするものは地方公共団体が公益企業統制の一

主体として相当広い権限を有している場合であるJことを指摘している。

以上ナチス以前のドイツの例によって公益事業統制の一手段と して公私共

同企業の起り得る段階とその11lli値を述べたのであるが，一般的に公益統f~lj の

刀法としてどの程度の強さの企来形態が発展し11111値を有するかは，その川代

の社会経済組織の構造ならびに主｜会思潮の如何によって選択されるもので，

その極々の公企業化の具体的形態として「小島一一公企業Jによるものはj]lj

掲の）illりである。

さてこれらの形態のうち，公私共同企業を｜二｜木港湾のm；はにおいて適切な
ものとしてとりあけさたが，このほか公仏共同企業と比較検討される場合の多

いものは公布民自企業形態であろう。公イj民世企業は，公1f公’＇，;;f；・を必安とす

るようなl交問？において， 公共卜J I休が仏企業を全!fl ~買収 しあるいは公企業を創

設しようとしたがその経世は公営とすることを不得策とした場合である。

例えIJ：，その経営方式として一般行政の方式によることが困難であること

などによって。また「設似lに多額の資本を要したとえ長期についてみれば収

文1-Li(flうとしても」私企業としての成立が困難なような公益事業を，公共IJ:I

体が設備を建設し，私企業をしてその経営をなさ しめる場合である。

いずれの場合も，公共団体が設備に刻する全額投資をなす意思を有するな

ど，前述の公私共同企業の場合と自ら相違するところがある。

5. 戦後の日本港湾における公私企業接近化の実例について

以上の思考過程を経て，結論として私は「港湾計画論Jのなかで次のよう

に述べている。 「港湾法の立法制ネlflが要求する港湾ぬ設計画のlbiも耐難なる
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本質的問題は，その施設経営に対し，港湾法の主張する「公共性」と「経済

性」との妥協点をどこに求めるかにあるかに気づれると思う。これは概念的

に割り切れても現実はその時代の社会思潮，その港の特殊事情によって具体

的に非常な困難な問題となってくる。この企業経営的考察による港湾施設計

画に多少ともfitti値ありとすれば，この問題を「公企業の私企業体」化の方向

に導いてきたところにあると忠う」と述べて，その効果を明らかにしている。

その後機会あるごとに直接，間接に陣頭設備計画とともにその企業経営的

考察による方法論を具体化することに努めてきた。間表に示すように，ター

ミナノレ・オベレーターたることを則待して設立された出頭会社が，既に28に及

んでいる。次にその実例について，設立の経緯と必然、性とを述べて，今後そ

れぞれの設立目的に沿って完全なる発展をするよう熱望することとしたい。

その第1の実例は大阪港振興（株〉である。空襲によって港湾地帯を焼野

原と化した大阪港が，その復興計｜血iにおいて従来の問題である地盤沈下，西

JJ：~に対する i盛蔽，都心からの距離の解決のために内港拡張をとったことは当

然であるが，その結果新大阪港HI自の及ぼす範囲は，単に｜臨港地域に止まら

ず，背後の膨大な地域を含むこととなった。その事業の種類L 従来は民間

の事業である労務住宅，医療，ホテル，jl'fi館，出楽などの諸施設を包含しな

ければ，急激な大阪港の復興を全きものとすることはできなくなった。しか

し当時の民間諸企業の状態は，戦時統治ljの枠から突き放され漸く虚脱状態か

ら立ち直ったものの自らの企業を最小限の規模に収取することに勢一ばいの

状態であった。手持ち資材の食いつぶし純設の遊休化など，企業として積

極的に設備の改善をはかる意志は全くマヒされていた。この時に国家の要求

として生産の復興，輸送力のj望i強，大阪港の復興が計画された。この状態は，

もし当時の社会思潮が民主々義体制へ，自由な資本主義へ風潮がなかったら

ば，当然に一挙に社会主義的な考え方による公共的施策がとられるような状

勢にあったと考える。すなわち私企業の公共化の目的のために創立された大

阪港振興（株〉が，公私共同企業の形態をとったことは，当時の社会思潮と
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それに｜午l臨むして起る極々の要件に左右されたものであろう。 しかもその後の

企業経営状態はこの方式が最も適切なものであったことを立証している。

第2の実例は，室蘭港振興（株〉の設立である。 室I覇市は始めに日鉄の営

業中止による室開港の建て直しを商港発展に求めてまず上屋倉庫の建設およ

び経営を計画し，市財政の制約のために資本的協調を民間資本，一般市民に

求め，室開港振興（株〉を設立したが，その建設と国庫補助を得るこ とが切

らかとなったので，市企業として建設し，その経営を室蘭港振興（株）によ

ってなさ しめることとした。この形態は見かけとしては公有民蛍企業である

が失態は公私共同企業である。この形態の採用された理由は， 1）財閥資木

の活動が禁止されていたために，従来の民間事業の分野に公企業が進出する

必要があったこと。 2）市営事業とするには，T行財政上の困難があったため

に民間資本および一般に資本的協同を求めたこと。 3）倉庫業を兼ねた事業

内が公共団体の行なう行政事業の範囲を越えていたこと。 4〕企業経営上私

企業者の技術的，耐人的経験を利則する必要があったことなどにあると山、わ

れ，当時の：比タ！？から最も適切な形態であったと忠、われる。

第 3 の災例は，東京港における~洲H；＼頭の経営である。この石炭Jlf＼副は，

i側抗戦後数度にわたって都世企業と して計画されてきたが，資金獲得上都営

民主f，都営と三転して遂に見返り資金によって施設の第lj切計画を先成し，

その経；営は東洋陣頭をしてあたらせること となり，））むに述べた公有民営の典

型的尖例である企業形態をとるに至った。 この形態は大阪港振興（株）と呉

ってその企業が性質上公企業の分野であり， また公共団体が設備に刻し全傾

出資の積極的意思をもっているものであるが，この場合公私共同企業と比較

して公有民営企業形態が適当であったかどうかは，ーにその利潤がどのよう

な者lj合により公共に返えっているか，特にその附々の経済情勢に応じて利潤

配分の割合も適切にVil応して変えられるようになっているかにかかっている

と思う。

このために東京都および東洋坤頭の聞に一定期間を区切って経営委刊の契
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約内谷を更新することを定め，新たな続争入札の方法がとられることのほか，

経理を公開し利潤の過半を東京都に納入する方法をとっていたが，地方自治

法において都より経営委托することに疑問があるとともに経営も安定してき

たので，現在は三年ごとに更改するリースの形式をとっている。

第4の実例は，神戸港第7突堤における神戸崎頭（株）である。第7突提

は実質は横橋でも上屋でもなく，倉庫業法による倉庫を諸掛りを廉くするた

め本船のつくように海上に突き出し，倉庫の基礎として技橋を建設し倉庫業

の一部である荷さばき業務を行なうために， また輸出入を同一けい船岸壁で

行い得るよう倉庫の一部を上屋とした。これによって従来特定の小数業者に

独占されていた外貿に多くの倉庫業者が直接 ＇~＇ らの臨水線をもって進出する

ことを可能ならしめたことになる。

また当然にそのll~＼頭企業の範聞は倉庫業3 よ屋業， 沿岸ィ；江役楽など一切の

浅橋全体の運世に必要な業を含むこととなり，当然にターミナル ・オペレー

ターとして一企業者がJi＇，＼頭全体を経営することが最善であると した。

神戸IIiはこのためにネJjr戸山頭（株〉を設立した。すなわち， 1)第7炎擬

の横備は国の直l路工事により建設されたものであるから，法第54条によって

神戸市に管理委托される。 2）神戸市は峰僑全体の経営を委任するためにrl了

の文配する公私共同企業（株〉を設立する。 3）神戸J1；＼頭（株〕は峰橋全体

の経営を委n：されるとともにその経；営に必要な上崖，倉庫，荷役機械の設側l

を整備して，管埋者に代りタ ーミナノレ ・オベレーターと しての業務を行なう。

c 2' 3 I精の倉庫数は分i臨し民間倉庫業者にその経営を貨貸借すること とし
た〉 4）神戸出頭（株）は束似IJにニューマー，サイロを建設し，食糧，飼料

など専用のターミナノレ・オベレーター業務も行なっている。ここで神戸陣頭

（株〉の企業形式によって考えられる利点をあげておくと，

1) 公企業のー形態であること。従って港湾管理者による公共的支配を行な

うことができること。 ；f。・よびその利ill¥Jが適切に公共に返還されることによ

り公共の性絡をはっきりとすることができるとともに法的には港湾管；理白
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とは別個の会社であるので港湾法上の制約をまぬがれること。

2) 建設投資の点において市政上有利である とともに起債による全額出資の

1劫合よりも早期完成の可能性による投資効率の有利性があること。

3) 今後の施設改良の財源として市が施設の所有権を支配し，必要があれば

融資の担保とすることができること。

4) 公営より効率的に経営ができること。

5) 必要があれば港湾運営の公益統；!JIJの手段となし得ること

などであろう。

別婦の大阪港母i頭（株）も新らしい港湾運営の方向をつくり/Jけ』ために全

く利l戸組頭（株）と同じ趣旨のもとに設立された。これもまた食粒i，飼料の

専用タ ーミナノレ ・オベレーターを兼ねているが，企業経営の考え方が進めば

当然、；の方向として大きく認識されるであろう。

第5の実例は，北海道各港の陣頭会社について説明しよう。 北似通開拓の

方針ーとして石炭移U:¥＇漁港基地，鉄 道船車述絡施設は別として一般雑貨は小

締港の倉戚に入りそこで先賀されることとなっていて，例えば道京の生産物

お よび｝Jll工1l~11 もすへて狩）j)J 1 l1者をl越えて小縛を経由しなければならない尚権が

維立していた。おそらく 1つの例外が主主的港の本輸西坤販で疋々王子製品LC

（株〉の専用Ji~l頭として建設されたが，大阪港との貿易が増すにつれて道南

の一般雑貨を取扱っていたにすぎなし、。 ところが戦II寺中にこの小待1-11継の尚

権が嬢滅し，戦後の復旧にあたって各港がそれぞれの背後地を基盤にして新

たな尚ー権の確立をはかり，各港とも雑貨均頭の修築をはかり，これに刻応し

て集貨機構をも兼ねるターミナル ・オペレーターたらしめるために設立され

たのが，留l!li，小樽，釧路，室I拍，苫小牧各港の陣頭会社である。し、ずれも

公私共同企業として企画されたが，一般的にl]ij述の論理により共体的に＊m
したものと言ってよいと思う。

第6の実例は，石炭特別会計に対応して積出地および揚地における専門11;:

i1J1として機械化， 効率的絞首をはかり炭（1lliのft＼；廉化を企画したものに，苫小
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牧港開発（株〉，室蘭開発（株）， 豊洲崎頭（前述〕，清水陣頭（株） ，名

古屋埠頭（株〉，大阪石炭t阜頭（株），姫路持i頭（株〕などがある。これら

のうちその後の石炭事情の変動によって石炭以外の貨物を取扱っているもの

もあるが， 11主頭経営の効率化を目的としての実績は充分に達している。同様

に鉄鋼特別会計に対応するものとして，東京鉄鋼陣頭（株〉 ，名古屋港鉄鋼

陣頭（株），大阪港鉄鋼共栄陣頭（株〉などをそれぞれ公私共同企業として

設立し，大都市消費地における流通基地の役古ljを充分にはたしていことは注

口すべきである。

第7の実例として，本来は民間資木において設立すべきであるが，港全体

の公企業経世の観点から新たな商権を獲得し港の発展をはかるために公私共

同企業の出頭会社を設立したものに，大阪木材倉庫（株〉，岸和Ill木材（株〉

（以上木材〉 ，西宮j阜頭（株〉 （食用71l1)' i：初、11出頭（株〉 （セメン ト， 鉱

石，石炭） , U:I野洞i陣頭（株） （セメント，鉱石），博多港開発（株〉 （中

小川｜工業fl~土地，製品および原料〉，大11+1 11j.t頭（株） （石材〕などがあり，

それぞれの LI 的を充分に発悔していることは， 1liJ~の論J~liの正しいことを）-i

J正しているものと言えよう。

第8の失例は，新港を建設するにあたって，その港全体の経；留を公企業に

徹し，新たなil'.fi権を雌立する努力をなすとともにその運営について公共の指

導により速かに軌道にのせて港の適切な発展をはかることをはがJとして設立

されるものに，田子治i陣頭（株），岡山港11告頭開発（株），倉敷運輸（株）

鹿島出頭（株）などがある。し、ずれも港全体の経営に対する管理者の確固た

る信念、を表示しているものとして，深い｜刻心をもってその将来をながめてい

るものである。

6. むすび

以上数意にわたって，終戦後20数年の問一貫して持ちつづたけf:I木港湾の

粍世のあり方についての私の考え方を， r・ J也ブ＇Jl~I 治に よ る港全体の公企業経
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営」から「ターミナル ・オベレーターとしての私公共同企業のJI担頭会社によ

るi出頭経営」に至る論理と，その論理によって20数年にわたり直接，間接に

自ら関係して全国各港に設立した昂頭会社28の実例について述べたが，むす

びとして最後に本論を縦めた目的を別らかにしておきたい。

それは，現在方々に動き出している現行港湾法の改正立見に対する反論と

したいからである。

すなわち， その第 1 は，現行·r1~の範囲では 日本経済の規模拡大に伴う流通

革新に追いつき得ないと云うにあるが，その流通革新とはl時i頭経営の近代的

合理化にある。

具体的に云えば出頭の専門化，タ ーミナノレオ ・ベレータ－i!JIJI主の採用にあ

る。さらにこれを災地するための政策をずばり言えば公企業ないし公企業体

化公企業とせざるを得まし、。法改正の問題点として出されているものは，Hii

述のように法制定当時法案成立のための妥協的修文修正にあるこ とをここに

思い出してmきたい。
さらに錦 2 の法改正迎I~：！ としてあげられているもの，すなわち外貨を地）J

都市責任に任せておけないと去うが，l五｜が貰Jfをもっ，言いかえると｜到の公

企業とすることは，独，仏， Ji:.，米，ソJlUと違って現在の日本では中央集権

的官僚主義の進出以外に考えられなし、。その弊害は，なぜ仏国港湾が50年の

経営を経て地方自治化にふみきったか，また米｜記ポート・オー ソリティの刷

則にその職員が一生をその港に務めることを明示していることなどとともに，

日木人の独特の性格， 「ものの考え方」からみても，絶対に地方自治による

港全体の公企業経営と言うJ誌を失ってはいけないど思う。

要するに，全国港湾特に東京湾，大阪湾に港湾革命の危機がひしひしとせ

まってし、る。 （港湾革命談議一一港湾45の7' 9' 10, 11および46の1)

その根底にあるものは，以上2つの迎由に表わされた現在の港湾管J型ぷへの

不信である。木論はこの不信をはねかえし，地方自治による港全体の公企業

杭営の方策（ポー ト・オーソリティおよびターミナノレ ・オペレーター制度の

導入〉の一端を示したものと了解して国けば宣伝である。



港湾管理者が公私共同企業として設立したターミナノレ ・オヘレータ ー (t判長会社〉一覧表主主
宅L司三附

A 

"' 
筈lj資出

ー一
向
ハUAU
 

金コド資｜設立年月

昭和138年12月IHI

名法j名会社

ロ
U
弁
明
除
務
内
叫
4
3
N
V
h官

l
ん
ヰ
〈
ャ
・
斗

λ
て
l
u可
l
吊
）
部
酒

北海道東北開発公庫40,000千円
留期市20,000千円 旭川市 2,000千円

留萌港開発株式会社月可留

5,000千円 IRII路市 2,550,000千門

200,000千円 1北海道東北開発公庫50%

125,000千円 北海道東北開発公庫 435,000千円
52,1, 250千円 苫小牧130,000千円 11本国有鉄道150,000千円

苫小牧63,000千円北海道東北開発公庫168,500千門

小樽市30%

民間 2,450,000千円

北海道．東北開発公庫40%
その他 〔民） 30.9五

100,000千円I沼荊131年3月

昭和35年11月14日 1

小樽開発埠頭株式会社

路 ｜釧路開発埠頭株式会社

関 室蘭開発株式会社
室蘭港振興株式会社

t時

調｜｜

その他40%室蘭市60%昭和25年
昭和25年

昭和35年3月
昭和35年5月

苫小牧港開発株式会社
苫小牧i寧頭株式会社
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苫小牧

その他70%

170,000千円 1東京都58% 民間42%
（江東区深川豊洲6丁目 4ー 7)

75,000千円 1静岡県20%

町 00千円 ｜静岡県お

｜昭痢132年10月711 I 京 ｜東京鉄鋼埠頭株式会社
量全rn埠頭（東洋i手頭（柄、〉〉

東

富士市10%1昭和37年8月田子浦 l田子浦埠頭株式会社

水 l清水埠頭株式会社 その他50%清水市25%日前日32年
,,, 
イ円

600,000千円 名古屋港管理組合 400,000千円（港区空見町地先〉
i20,000千円 県20,000 民間20,000 市20,000千円（港区潮風町〉

大阪市50.6% その他49.4%
大阪市509百その他50%
大阪市50% その他50%
大阪市52.5% その他47.59短
大阪市50% その他50%
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名古屋港鉄鋼上手頭株式会社 11昭和39年6月1日
名古屋埠頭株式会社 i昭和25年4月2611

昭和22年
昭和26年
昭和38年5月
昭和38年
昭和32年

大阪港振興株式会社
大阪態頭倉庫株式会社
大阪石炭士宮頭株式会社
大阪港鉄鋼共栄埠頭（株〉
大阪木材倉庫株式会社

名古屋

阪j、

°' にDその他409百

その他42.07%

大阪府60%

200,000千円神戸市57.939百

30,000千円昭和41年11月

昭和27年5月

岸 和田 1岸和田港木材倉庫株式会社

戸 神戸埠頭株式会社制1
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20,000千円 ｜兵庫県27.5%

出金木資設立年月日

昭和36年12月

名

宮 ｜西宮埠頭株式会社

ネ土会名港
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その他47.5%西宮市25%西

その他15%姫路市30%兵庫県55%10,000千円昭和32年10月姫路埠頭株式会社路姫

岡山市 4,000千円

県121株 民間179株 73,750屯（42年度〉
〔高知市桟橋通6丁目48)

その他11,000千円15,000千円昭和42年5月22「l岡山港埠頭開発株式会社山岡
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2,500千円昭和32年2月高知埠頭株式会社生日！笥

その他49%北九州市519杉2,500千円昭荊132年2月田野浦俸頭株式会社司1"3 

その他459五福岡市55%100,000千円博多港開発株式会社多博

民48%町村2%県50%300,000千円昭和43年7月1「l鹿島埠頭株式会社島鹿


